[bookmark: _u9xqphdn0trt]SEO対策業務委託契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）は、甲が運営するWebサイト等に関するSEO対策業務の委託について、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _jw69h3ngnwza]第1条（目的）
本契約は、甲が運営するWebサイト、Webメディアその他インターネット上の媒体について、検索エンジン最適化（以下「SEO対策」という。）を目的とした業務を乙に委託し、乙がこれを受託する条件を定めることを目的とする。

[bookmark: _op1bkkwcu7j]第2条（業務内容）
1　乙は、甲に対し、次の各号に定めるSEO対策業務（以下「本業務」という。）を提供するものとする。
(1) キーワード調査および検索ニーズ分析
(2) コンテンツ企画、構成案作成に関する助言
(3) 内部SEO対策に関する改善提案
(4) 外部施策に関する方針設計および助言
(5) 検索順位、流入状況等に関する分析およびレポーティング
(6) 前各号に付随する業務
2　本業務の具体的内容、実施方法、成果物の有無および提出方法等については、別途甲乙協議の上、書面または電磁的方法により定めるものとする。

[bookmark: _y18gzlu9xfx6]第3条（業務遂行上の留意事項）
1　乙は、本業務を善良な管理者の注意をもって遂行するものとする。
2　乙は、検索エンジンのガイドラインおよび関係法令を遵守し、不正な手法やペナルティリスクの高い施策を行ってはならない。
3　乙は、SEO対策の特性上、検索順位やアクセス数等の成果を保証するものではないことを、あらかじめ甲が理解していることを確認する。

[bookmark: _f0kz5vlbp3a4]第4条（報酬および支払方法）
1　本業務の対価として、甲は乙に対し、別途合意した金額を報酬として支払うものとする。
2　報酬の金額、支払期限および支払方法については、別途定める条件に従うものとする。
3　振込手数料は、甲の負担とする。

[bookmark: _trr337gwa6kl]第5条（再委託の禁止）
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。

[bookmark: _29fg1rofiqh]第6条（秘密情報の取扱い）
1　本契約に関連して開示される、甲または乙の営業情報、技術情報、アクセス解析データ、未公開の施策内容その他一切の非公開情報（以下「秘密情報」という。）は、第三者に開示または漏えいしてはならない。
2　本条の義務は、本契約終了後も有効に存続する。

[bookmark: _jbal7jqxb4c9]第7条（知的財産権）
1　本業務の遂行過程で作成された成果物に関する著作権の帰属については、別途合意のない限り、甲に帰属するものとする。
2　乙は、甲の事前の承諾なく、成果物を自己または第三者のために利用してはならない。

[bookmark: _3dob2p4w72tp]第8条（契約期間）
本契約の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までの●か月間とする。ただし、期間満了日の●日前までに、甲乙いずれからも書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて自動更新されるものとする。

[bookmark: _5nnxw39e62f0]第9条（中途解約）
甲または乙は、やむを得ない事由がある場合には、相手方に対し書面で通知することにより、本契約の全部または一部を解約することができる。

[bookmark: _90b4a3n9epn5]第10条（損害賠償）
甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、通常かつ直接の損害に限り、その賠償責任を負うものとする。

[bookmark: _uspnxv4nd6a5]第11条（免責）
SEO対策は検索エンジンのアルゴリズム変更等の外的要因の影響を受けるため、乙は、本業務の結果として特定の検索順位、流入数、売上増加等が達成されることを保証するものではない。

[bookmark: _ex4afrdb14o0]第12条（協議事項）
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

[bookmark: _s34csea2ahwo]第13条（準拠法および管轄）
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●
住所：
氏名：

